
認定特定非営利活動法人発達支援研究センター定款

第1章総則

(名称)

第1条この法人は、認定特定非営利活動法人発達支援研究センターという。

(事務師

第2条この法人は、蔚劣所を山形鳥山形市に置く。

第2章目的及ぴ事業

網的)

第3条この法人は、すべての人に対して、必要に応じ生涯にわたる発達支拶等を行い、認め合い、支え

合う活重力を行うことによって、誰もが生きる希望をもてる暖かい瓣或ノづくりに寄与することを目的と

する。

(特定非営利活動の種凋

第4条この法人は、前条の目的を選戎するため、次に掲げる種ま纂の特定ヲレ営利活動を行う。

a)保健、医療または福祉のj曽進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)人権の杉磯又は平和の推進を図る活動

(4)子どもの健全育成を図る活動

(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事凋

第5条この法人は、第3条の目的を達成司、るため、次の事業を行う。

(1)障書児避行支援事業

(2),章害1.冨祉サービス事業

③障害児相談支援事業

④特越臨炎支援事業

(5)一§鮴R談支援事業

(6)子ども・若者等支援事業

(フ)相談・研彦事業

(8)共に生きるナ御或づくり事業

第3章会員

(会員の種凋

第6条会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活酬匙隹法(以下「法」という。)上の社員と

tる,

目的に賛伺して入会した個人又は団体①正会員

目的に賛同して活動を支援しようとする個人又は団体②支援会員

叺会)

第7条正会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書を代表に提出するものとし、

代表は、正当な理由がない限り入会を認めるものとする。

2 支援会員は、支援会費の納入をもって入会とtる。

3 代表は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人及ひ団体

等にその旨を通知しなければならない'

(会員の1響11義務.)

第8条会員は、必要な事業等に参加tることができる。

2 正会員は、総会の議快権をもつ。

3 会員は、総会において定めるところにより会費を納入しなければならない。



4 会員は、任意に脱会することができる。

(会員の資格の喪知

第9条会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

a)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、又は会員である団イ勅ミ消滅したとき。

(3)継続して2年以上会費の納入がなかったとき。

(4)除名されたとき。

(会員の資格の停止及て職名)

第 10条正会員が会費を1欝内した場合は、理事会の議決により会費を納入するまでの問、正会員の資格

を停止することができる。

2 会員が、との法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたときは、理事会の議決に

より、除名することができる。この場合、この会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければな

らない。

(拠出金品の不遍還)

第Ⅱ条既納の会費及びその他の拠出金品は、遍量しない。

第4章役員及ひ職員

(1醐リ及び1套数)

第12条この法人に炊の役員を置く。

a)理事 3人リ士~10人以内

(2)監事 1人リ止~2人以内

2 理事のうち、 1人を代表、若ヨ途を副代表とする。

(選任等)

第13条役員は、総会において正会員のなかから選任する。

2 代表及び副代表は、理事の互選とする'

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配イ陽者若しくは3親等以内の測矣が1人を超えて含

まれ、又は当該役員並びにその配イ局者及び3親等以内の袈族カシ役員の総数の3分の1を超えて含まれ

ることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(1お鵬)

第14条理事全員はこの法人を代表する。

2 扇IH弌表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又はイ七表が欠けたときは、その1冴劣をイ七1丁する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を測テする。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

a)理事の業務訓テの状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為、又は法令若しくは定

款に違反する重大な事実があるととを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること、

④前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集tること。

(5)理事の業務判丁の状況叉はこの法人の財産の状1兄について、理事に意見を述べ、若しくは理事会~の

招集を請求,、ること。

(任期等)

第15条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定に力功寸)らず、倒壬の役員が選f壬されていない場合には、イ壬期の末日後最初の総会力誹冬結す

るまでそdX壬期を伸長する。

3 補欠のため、又1ま噌員によって就任した役員のイ壬朔は、それぞれの前任者又は現任者αX壬期の残有朔
間と司、る。



4 役員は、ぎ辛任又はイ壬期満了後においても、倒壬者が就任するまでは、その1調劣を行う。

(欠員補充)

第16条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者力§欠けたときは、遅滞なくこれを補充する。

倹粧)

第17条役員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これ部引壬一よることができ

る。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(D 心身の故障のため、1調劣の遂行に堪えないと認、められるとき。

(2) 1む鵬上の義チ鋪皇反'その他役員としてふさわしくなし育テ為があったとき'

(報酬等)

第玲条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で享鬮Hを受けることができる。

2 役員には、その1調劣を執1予す'るために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

第5章総会及て殉運事会

(種類及て刈蒜陶

第19条総会は、通常総会及て肱瑚怠会の2種とし、正会員をもって構成する。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第20条総会は、この廼獄で定めるもののほか、以下の事項を議決する。

a)事業報告及び活動決算の承認

②役員の選任又は鰯壬

③定歓の変更

④合併

⑤解散及て腹彭余財産の処ケ>
(6)その他理事会が総会にイ寸司、べきとした亨頁

2 理事会は、この定款で定めるもののほか、以下の事項を議かttる、

a)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の剃テに関する事項

(3)そのイ叫怠会の議決を要しない会矛劣の執行に関する事項

(馴鬮

第21条通常総会は、毎年1回開催tる。

2 臨時総会及び理事会~は、次の各号のーに該当する場合に開催する。

(D 臨"調怠会について1』理事会が、理事会については代表が、彪要と認め招集をしたとき。

②それぞれの構成員の3分の1以上から、会議の目的である郭頁を記載した書面をもって招集の請求カミ

あったとき。

(3)臨H挫＼会については、第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき、理事会~に

ついては、同項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第22条総会及し旺里事会、は、前条第2項第3号前段の場合を除き代表が招集する。

2 代表は、前条第2項第2号及び第3号後段の規定による請求があったときは、その日から30日以内

に臨a詩急＼会及し勺墾事会ミを招集しなければならない,

3 総会及ひ理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、

少なくとも1週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第23条総会及し覗事会の議長は、その会議において出席者の中から選出tる。

徒足数)

第24条総会及ひ理事会は、それ是'れの構成員の2分の1以上の出席で成立、小る。ただし、第10条第1



項の規定によるものは含まない。

(議事)

第25条総会及ひ理事会における議決事項は、第訟条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と

する。ただし、脚意者の過半饗女の求めがある場合は、あらかじめ通知しなし隼J頁についても議決でき

るものとする。

2 総会及び理事会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席者の過半数をもって決し、五1否'、信蹴

のときは、議長が決する。

3 総会及ひ理事会において、各正会員及て略理事の表決権は平等なるものとする。

4 やむを得ない理由のため総会及ひ理事会に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について

書面、電磁的方法、 FAXのいすILかをもって表決し、又は出席した他の正会員を代理人として表決

を委任することができる。また会1昜に来ることができない正会員又1'ユ理事は、インターネット等を利

用したオンラインの会議のシステムによって総会又1コ理事会に参加し、表決することができる。この

場合は、総会及ひ理事会に出席したものとみなす。この場合は、総会及ひ理事会に出席したものとみ

なす。

(議事録)

第26条総会及ひ理事会§の議事については、炊の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

①日時及び場所

(2)正会員総数又ほ理事総数及び出席者数K書面、電磁的方法、 FAXのいずれかによる表決者又1ネ表

决委任者がある場合とオンラインの会議のシステムによる出席者がある場合にあっては、その数を

付記すること。)

(3)審議事碩

(4)議事の経過の概要及て職快の結果

⑤議長、書三己及て児義事録署名人の遡壬に関する寡頁

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第6章資産及て陰計

(資産の構成)

第27条資産は、次の各号に掲げるものをもって構成し、別に定めるところによりイ弌表が管理する。

①設立当初の財産目録に記載された資産

②会費

(3)告H寸金品

④財産から生じる収入

⑤事業に伴う収入

⑥その他の収入

(会計の原則)

第28条会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行う。

(事黙ナ画及び予算)

第29条事矯1画及びこれに伴う活動予算、並びに変更は、代表が作成し"、理事会の承認を得て、面丘の

総会に報告しなければならない、

(暫定予算)

第30条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の

議決を経るまで、"停業年度の予算に準じ、収入支出することができる。

2 盲噸の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第31条事業報告書、活動計算書、劃昔対照表及び財産昌録等の決算に関する翻貢は、毎事業年度終了後、

速やかに、代表が作成し~監事の監査を受け、理事会及び総会の承認を得なければならない。

(事業年度)



第32条事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第33条予算をもって定めるもののほか、借入金dX昔スれそdX也新たな覇努の負、担をし、又1対概11の放棄

をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章定款の変更、解散

佐包款4慶更)

第34条定款を変更しようとするときは、総会の議決を経た後、法第25条第3項に規定する以下の事項

を変更する場合、沙鷲庁の認盲正を得なければならない。

a)目的

個)名称

(3)その行う特劇上営利活動のチ重類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)

(励社員の資格の得喪に関tる亨頁

(6)役員に関する亨頁

(フ)会議に関する亨頁

(8)そ4X也の事業を行う場合における、その檎須及び当該事業に関する尊頁

(9)残余財産の帰属すべき者に係る解散に関tる事項

aの定款の変更に関する事項

倩轍及て陵験財産の帰属)

第舗条この法人は、法第31条第1項に定める事由により解散する。

2 法第31条第1項第3号の事由により解散する時は、所轄庁の認定を得なければならない。

3 解散の時に有する残余財産は、総会において議決した特定ヲ乍営利活動法人に帰属させる。

第8章事務局、顧問、相談役

(事務局の設圖

第36条この法人の事務を処理するため、事務局を設置tる。

2 事務局には、事務局長及し甲打要の職員を置く。

3 事務局長及ひ職員はイt表がイ壬命する。

(顧問、キ臨炎役)

第37条この法人は顧問、キ蹄炎役を置くことができる。

顧問、相談役は、理事会'の推薦により代表が委嘱する。

第9章公告の力法

(公告の方法)

第38条公告は、この法人の掲司辻昜に掲示tるとともに、官報に掲載して行う。ただし、法28条の2第

一項に規定する劃昔対照表の女浩については、この法人の掲示f易に掲示して行う。

、、

第10章雑則

(与ミ舶湘則)

第39条この定款に定めるもののほか運営に必要な郭頁は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から力衝テtる。

2.二の法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする、

理事・代表 高橋良幸

理事・昆11代表 高橋信子

理事 畏下部啓了



森岡由起子理事

井上輝ま隹

中村恵江

イ左藤幸夫

宮崎昭

斎藤正

3 この法人の設立当初の役員のイ壬期は、第15条第1項の規定、にかかわらず、成立の日から平成玲年6

月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業言卜画及び収支予算は、第29条の規定にかかわらず、設卦念会の定めると

ころによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第詑条の規定にかかわらず、成立の日から平成蒟年3月31日

までとする。

6 この法人の設立当初の会費は、第8条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 費会

団体 10.0Ⅸ)円会 員 個人 5,0()0円正

支援会員 団体 10,0(冷円個人 5,(刃0円

7 この法人の成立母体である発達支援研究センターの事業等の冴劣は、この法人が引き継ぐものとする。

(履圏

平成15年2月14日認、証(山形県)

平成15年7月2日変更(理事竹田文子激口)

平成17年6月20日変更(理事高橋良幸死去)

平成17年6月20日変更(理事高橋文子通口)

平成18年Ⅱ月15日変更(第1章総則(事業)第5条変更)

平成19年5月27日変更(監事斎藤正週壬、監事千葉幸悦劫口)

平成22年5月16口変更(理事イ左藤幸夫遍壬、理事小関朋子通R )

平成24年5月20日変更(第4章役員及ひ職員(瑚鋤第14条、第7章定宗人の変更、解散(定

款の変更)第34条変更)

平成26年3月3日変更(第1章総則俊称)第1条、(事業)第5条、第5章総会及ひ理事会

第20条、第6章事業計画及び予算第29条、第31条変更)

平成27年5月24貝変更(理事小関朋子遍壬、理事高橋文子退任、理事波辺眞史追

加、理事細谷暁子劫Π)

平成27年7月幻.日変更(第1章(事業)第5条変更)

平成29年8月30日変更(第1章(事業)第5条変更、第4章(役員及ひ耳哉員)第15条変更、

第8章(公告の方怯)第36条変更)

令和元甲 10月15日変更(理事藤野晃追カロ、理事伊藤千鶴子追カロ、第4章(役員及ひ職員)

第12条変更、第8章(事務局、顧問、キ齢麺劣 j助n)

令和3年2月2日変更(理事高橋信子死去)

令和3年6月2日変更(理事中村惠江週壬、理事渡辺眞史遍ヨ

令和4年6月7日変更(理事木内千恵激n)

令和6年6月19日変更(理事吉田鄭里子通n)

令和6年6月19日変更(第5章総会及ひ理事会(議事)第25条変更(議事録)第26条変

更)

令和6年7月器日変更(理事日下言階子死去登言己)

畔
畔
踏
踏


